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１．消費税の税率 10％への対応
　2019 年 10 月から消費税の税率が 8%から 10%へ引き上げられる予定である。前回の 2014 年 4月に実
施された 5%から 8%への引き上げ時と同様の請負契約取引等の対応はもちろんのこと、これに加えて、軽減
税率の導入に伴う複数税率についてのシステム変更等の対応が必要となるので、引き上げ時期まで 1年間の
時間はあるものの、各事業者はなるべく早い段階で必要事項について準備を開始すべきである。
　また、2019 年 10月の税率引き上げの 4年後に予定されている「適格請求書等保存方式」の導入を視野に
入れてシステム変更を検討しなければならないこともあるので、準備を急ぐべきである。

２．前回同様の請負工事等についての経過措置への対応
　ここ最近、住宅販売業者やリフォーム工事関連業者の消費税増税を絡めた宣伝が見受けられる。来年 10月
以降に引渡しがなされる請負工事は、10%の新税率が適用されるため、来年 9月末までに工事完了し引渡し
がなされるように、早期の着工を促し、また、来年 3月末までに契約締結した請負契約は、前回同様の経過
措置が適用され、10月以降の引渡しであっても旧税率の 8％が適用されるため、早期の契約締結を促してい
るようである。
　個人が住宅の取得やリフォームした場合、消費税法上は、仕入段階で支払った消費税額の控除ができない
ので、消費税率変更による増税の経済的な負担を被ることとなるが、多くの会社は、課税事業者であり、仕
入段階で支払った消費税額を控除できるので、消費税増税の経済的な負担はない。
　課税事業者が、留意すべき事項は、賃貸借契約等の継続取引において、来年 10月以降新税率が適用される
場合、賃貸人であれば、家賃等にかかる消費税率を 8%から 10%に変更して請求受領する、賃借人であれば、
仕入税額を 10%として経理処理する必要がある。前回同様、締結している継続契約で消費税が課税されてい
る取引について、再度検討すべきであると考える。
　なお、医療機関、宗教法人等の公益法人や学校法人等で収入（売上）のうち消費税法上の課税取引に該当
しない取引の割合が著しく高い場合は、仕入段階で支払った消費税額の控除がほとんどできないので、個人
と同様に、消費税率変更による増税の経済的な負担を被ることとなるため、建物の新築工事等の計画がある
場合は、経過措置を踏まえ早期に契約締結する等の対応を検討すべきである。

３．軽減税率導入に伴う複数税率への対応
　今回の引き上げにおいては、一部の品目について軽減税率（8%）が適用されることが予定されており、標
準税率である 10%と軽減税率の 8%が来年 10月以降は混在することとなる。日々の業務において、自身の
取り扱う商品等にどちらの税率が適用されるかを把握し、経理処理においても税率ごとに区分して取り扱う
ことが必要となる。実務上は、少なくとも複数税率に対応した販売及び購買管理を含めた経理システムが必
要となる。
　8％の軽減税率の対象となる品目は、①酒類、外食・ケータリングサービスを除く飲食料品と②週二回以上
発行される定期購読の新聞の二つであり、小売業・卸売業・製造業など飲食料品を扱う事業者に影響を与える。
仕入（経費）について、軽減税率対象商品を購入する場合には、その対象商品を自社の商品等として取り扱
わない課税事業者においても、税率に応じた区分経理の対応が必要となる。課税売上が 1千万円に満たない
ため消費税が免税となる事業者であっても、軽減税率対象品目を課税事業者と取引する場合は、当該課税事
業者から軽減税率の対象品目である旨や税率の異なる品目ごとに合計した税込金額を記載して交付する請求
書（「区分記載請求書」）等の交付を求められることがあることに留意しなければならない。
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